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１ 第１期実行計画の振返り 

⑴ 第１期実行計画期間中の成果 

① ごみ処理量（数値目標①） 

・ごみ処理量は、ごみ減量施策の取組みや、コロナ禍以降のライフスタイルの変化、ペーパーレス化

の進展等により減少し、2023年度（令和５年度）は 50万 5千トンで、2030年度（令和 12年度目

標）の 53.0万トンを前倒しで達成しています。 

・家庭ごみ処理量は、基準年度と比べ、約１万７千トン減少し、約 27万 5千トンとなっています。 

・事業系ごみ処理量は、基準年度と比べ、約４万３千トン減少し、約 23万トンとなっています。 

■ 図表 35 ごみ処理量と人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】ごみ処理のフロー 

 福岡市におけるごみ処理の流れは図表 36のとおりです。 
 

■ 図表 36 福岡市におけるごみ処理のフロー 
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⑵ 第１期実行計画の検証・課題 

① 家庭ごみ 

・古紙は、基準年度に比べ、約５千トン減少し、約８万５千トンとなっています。 

・プラスチックごみは、基準年度に比べ、約８千トン減少し、約４万９千トンとなっています。 

・食品廃棄物は、基準年度に比べ、約１千トン増加し、約８万２千トンとなっています。 

 

■ 図表 39 家庭系可燃ごみの内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 古紙 

(ｱ)資源化可能な古紙（図表 40～43参照） 

・資源化可能な古紙は、基準年度に比べ、約１万２千トン減少し、約３万２千トンとなっています。 

・出版物のペーパーレス化の進展などにより発生抑制が進んでいる一方で、依然として雑がみが 

約９割を占めており、引き続き、雑がみがリサイクルできることの周知と実践行動につなげる 

取組みが必要です。 

・地域集団回収については、古紙の発生量減少の影響はあるものの、担い手不足などによる回収団

体数の減少とともに回収量も減少しているため、誰もが出しやすい回収方法の検討が必要です。 

 

 

4.4 4.0 3.9 3.4 3.2

3.1 3.5 3.1 2.9 3.1

1.5 1.8 1.2 2.0 2.2

8.1 8.8
8.7 9.1 8.2

5.8
6.2

6.1 5.1 4.9

4.1
3.2

3.9 3.6 3.7

0.0

10.0

20.0

30.0

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

（万トン）
資源化可能な古紙 資源化困難な古紙 紙おむつ等

食品廃棄物 プラスチック類 その他

26.9 27.5
26.026.8

25.4

9.0 8.5



  

 

 

■

■

■

 



  

 

 

■

■

 

 



  

 

 

■

■



  

 

 

■

■



  第４章の２ 施策の推進（第２期実行計画） １ 第１期実行計画の振返り   

 

62 

 

オ 不燃ごみ（図表 49参照） 

・不燃ごみの処理量は、基準年度と比べ、約３千トン減少し、約１万４千トンとなっています。 

・不燃ごみに含まれる家電製品には、電子機器が約２千トン含まれており、このうち約７割が小型

家電回収ボックスで回収可能な製品です。引き続き、小型家電や蛍光管等資源物の回収に取り組

んでいく必要があります。 

・ガラス類にはリサイクル可能なびん類も約２千トン含まれていることから、「空きびん・ペットボ

トル」の区分で適正に排出されるよう周知啓発に取り組んでいく必要があります。 

 

■ 図表 49 家庭系不燃ごみの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（トン）

ガラス類 重量

びん類 2,395

その他 875

（トン）

家電製品 重量

電子機器 2,065

付属品 688
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② 事業系ごみ 

・古紙は、基準年度に比べ、約３万トン減少し、約７万２千トンとなっています。 

・ 食品廃棄物は、基準年度に比べ、約１万８千トン減少し、約４万３千トンとなっています。 

■ 図 50 事業系可燃ごみの内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 古紙 

(ｱ)資源化可能な古紙（図表 51参照） 

・資源化可能な古紙は、基準年度に比べ、約４万２千トン減少し、約２万１千トンとなっています。 

・2020 年（令和２年）10 月から開始した事業系古紙分別の義務化により、大幅に減少しています

が、依然として資源化可能な古紙が混入しているため、分別の徹底に向けた取組みが必要です。 
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⑶ 取組指標 

① 取組指標の推移 

〇指標１：環境配慮型商品を購入する市民の割合の向上 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、微減となっており、より市民の実践につながるような 

広報・啓発の取組みが必要です。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

詰替品の購入 78.3％ 77.3％ 73.5％ 78.0％ 77.0％ 85％ 90％ 

再生品の購入 10.9％ 9.3％ 8.9％ 10.4％ 9.7％ 15％ 30％ 

 

〇指標２：特定事業用建築物における廃棄物発生量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、中間目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

特定事業用建築物における 

廃棄物発生量 
36.4トン/棟 31.1トン/棟 31.1トン/棟 31.7トン/棟 32.2トン/棟 

2019年度 

から削減 

2025年度 

から削減 

 

〇指標３：市民のリサイクル実践度の向上 

地域集団回収の利用について、2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、誰もが出し 

やすい回収方法の検討が必要です。 

古紙回収ボックス（区役所等）の利用については、2023年度（令和５年度）は最終目標を達成しており、 

コロナ禍に集団回収から移行し、定着したものと考えられます。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

地域集団回収の利用 64.5％ 64.2％ 61.9％ 60.0％ 54.4％ 70％ 75％ 

古紙回収ボックスの利用 23.2％ 24.7％ 27.7％ 27.1％ 35.1％ 30％ 35％ 

 

〇指標４：リサイクル率の向上 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、これはリサイクル量の大部分を占める 

事業系古紙の発生量の減少が主な要因となっています。 

引き続き、事業系古紙分別の徹底や食品廃棄物資源化施設への誘導を行うとともに、家庭系プラス

チック分別により向上をめざす必要があります。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

リサイクル率 31.0％ 30.3％ 32.2％ 30.5％ 30.3％ 34％ 35％ 
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〇指標５：資源化可能な古紙の焼却量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、大幅に減少しており、最終目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

資源化可能な古紙の焼却量 10.7万トン 7.9万トン 6.6万トン 5.6万トン 5.3万トン 8.2万トン 7.7万トン 

 

〇指標６：食品廃棄物の焼却量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、最終目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

食品廃棄物の焼却量 14.2万トン 13.9万トン 13.8万トン 13.9万トン 12.5万トン 13.9万トン 13.2万トン 

 

〇指標７：持続可能な消費行動の実践度の向上 

2023年度（令和５年度）は、マイボトルの持参を除いて中間目標に達していないため、様々な機会を 

通じたごみ減量の広報啓発が必要です。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

レジ袋の辞退 79.2％ 91.9％ 89.4％ 88.2％ 88.0％ 93％ 95％ 

簡易包装の購入 55.8％ 60.7％ 58.3％ 44.9％ 49.7％ 65％ 70％ 

マイボトルの持参 53.6％ 52.6％ 59.1％ 56.5％ 61.9％ 60％ 70％ 

計画的な購入 44.3％ 45.3％ 43.8％ 44.4％ 40.0％ 50％ 60％ 

 

〇指標８：家庭系プラスチックごみの焼却量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、最終目標を達成しています。 

今後は、家庭系プラスチックの分別も見据えた目標設定が必要です。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

家庭系プラスチックごみの 

焼却量 
5.8万トン 6.2万トン 6.1万トン 5.1万トン 4.9万トン 5.7万トン 5.5万トン 

 

 

 

 

 

 



  第４章の２ 施策の推進（第２期実行計画） １ 第１期実行計画の振返り   

 

69 

 

〇指標９：食品ロス発生量（手つかず食品）の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、最終目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

手つかず食品の量 2.3万トン 2.1万トン 2.0万トン 1.8万トン 1.6万トン 2.1万トン 1.8万トン 

 

〇指標 10：資源化可能な事業系古紙の焼却量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、大幅に減少しており、最終目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

資源化可能な 

事業系古紙の焼却量 
6.3万トン 3.9万トン 2.7万トン 2.2万トン 2.1万トン 3.9万トン 3.6万トン 

 

〇指標 11：廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、中間目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

廃棄物処理における 

温室効果ガス排出量 

31.5万トン 

-CO2 

28.6万トン 

-CO2 

27.6万トン 

-CO2 

27.5万トン 

-CO2 

30.4万トン 

-CO2（※） 

2019年度 

から削減 

2025年度 

から削減 

（参考）廃棄物発電による 

温室効果ガス削減量 

9.4万トン 

-CO2 

9.4万トン 

-CO2 

11.9万トン 

-CO2 

9.7万トン 

-CO2 

11.3万トン 

-CO2 
― ― 

※令和５年度から紙くず及び紙おむつの焼却分が追加されるなど、国において、算出方法の見直し。 

 

〇指標 12：不法投棄回収量の削減 

2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、中間目標を達成しています。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

不法投棄回収量 23トン 21トン 27トン 23トン 14トン 
2019年度 

から削減 

2025年度 

から削減 
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〇指標 13：有害廃棄物等の混入量の削減 

蛍光管の混入量について、2023年度（令和５年度）は基準年度に比べ、減少しており、中間目標を達成し

ています。 

乾電池の混入量について、2023 年度（令和５年度）は基準年度に比べ、増加しており、乾電池等回収 

ボックスの周知等が必要です。 

火災の原因となるリチウムイオン電池の混入量は2023年度（令和５年度）に減少しましたが、製品の使用

量とともに増加傾向であり、引き続き、啓発を行っていくとともに、国の動向等も踏まえながら、回収方法

の検討など、対策を行っていく必要があります。 

 

 
2019年度

（基準年度） 

2020年度 

  

2021年度 

  

2022年度 

  

2023年度 

  

2025年度 

（中間目標） 

2030年度 

（目標年度） 

蛍光管の混入量 51トン ― 85トン 46トン 29トン 
2019年度 

から削減 

2025年度 

から削減 

乾電池の混入量 238トン 336トン 272トン 274トン 272トン 
2019年度 

から削減 

2025年度 

から削減 

スプレー缶（残留物あり）

の混入量 
36トン 29トン 32トン 43トン 30トン 

2019年度 

から削減 

2025年度 

から削減 

リチウムイオン電池 

の混入量 
― 11個/トン 23個/トン 30個/トン 26個/トン 

2020年度 

から削減 

2025年度 

から削減 

 

② 取組指標の達成状況 

・焼却量等、ごみ処理量に係る指標については、全て 2030 年度（令和 12 年度）目標を達成して 

います。 

・詰替品の購入やレジ袋の辞退率等、市政アンケート調査による指標については、ほとんどが未達成

であり、引き続き、年代に合わせた広報啓発等、効果的な対策が必要です。 
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２ 実行計画の概要 

⑴  実行計画の策定 

・長期ビジョンで定めたテーマの実現に向けて、４つの基本方針と各施策の方向性に基づき、具体

的な施策を定める実行計画を策定します。 

・第１期実行計画（令和３～７年度）では、古紙、プラスチックごみ、食品廃棄物の重点３品目に

ついて、基本方針及び品目の特性に応じた施策を実施しました。 

・第２期実行計画では、第１期実行計画の振返りを踏まえ、より効果的な施策を実施します。 

 

⑵  実行計画の期間 

・本実行計画の計画期間は以下のとおりとします。 

第２期 実行計画 ５年間  2026～2030年度（令和８～12年度） 

 

 

３ 基本方針別施策 

■ 図表 58 基本方針別施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４
適正処理に向けた基盤整備の推進

大規模災害等に対応できる廃棄物処理体制の構築

廃棄物処理における温室効果ガス排出量削減の推進

海洋プラスチックごみ対策、不法投棄対策の推進

  適正処理の更なる推進

  イノベーションとコミュニティによる地域循環共生圏の創造

ＡＩ・ＩＣＴを活用したシェアリング等の２Ｒビジネスの促進

ＥＳＧ投資の普及・促進

環境配慮型商品の更なる普及・促進

交流人口をターゲットとした３Ｒの推進

単身者・高齢世帯等の多様なライフスタイルに対応した資源循環の推進

設計段階からの環境配慮型商品の開発支援

多様なコミュニティによる都市と自然が調和した資源循環の確立

持続可能な消費行動への転換

  持続可能なライフスタイルとビジネススタイルへの転換

手つかず食品、食べ残しなどによる食品ロスの削減

事業系古紙の資源化推進

  都市特性を踏まえた循環型社会づくり
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基本方針１ 都市特性を踏まえた循環型社会づくり 

＜主な施策＞ 

〇 環境配慮型商品の更なる普及・促進【共働】 

施策・事業 内容 

ごみ袋へのバイオマスプラス

チック等の導入 

家庭ごみ指定袋や「ラブアース・クリーンアップ」などのボラ

ンティア清掃用ごみ袋について、市場の動向等を踏まえなが

ら、バイオマスプラスチック等の導入の拡大を検討します。 

目指す効果 廃棄物処理における温室効果ガス排出量削減 

関連する取組指標 11 

事業者と連携した代替素材等

の普及・促進 

製品の自主回収に取り組む事業者と連携した取組みや、民間

事業者と連携した共同啓発などを通じて、代替素材等への転

換を促します。 

対象 プラスチック製品製造事業者 

目指す効果 家庭系プラスチックごみの削減 

関連する取組指標 1、11 

市民の環境配慮型商品の 

購入促進 

市民に対し、エコラベル商品や詰替商品等の環境配慮型商品

の購入促進に向けた広報啓発を実施します。 

対象 市民 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践・環境配慮型商品の購入 

関連する取組指標 1 

事業者へのグリーン購入の 

普及・促進 

市役所庁内におけるグリーン購入の徹底を図るとともに、事

業者のグリーン購入への意欲を喚起するため、「福岡市 

グリーン購入ガイドライン」の周知をはじめとした広報啓発

や企業における取組事例の紹介などを行います。 

対象 市役所、事業者 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践・環境配慮型商品の購入 

関連する取組指標 1 

 

 

 

 

 

 

ごみ量の削減に 

直接つながる取組み 

プラ 

プラ 
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古紙 

〇 交流人口をターゲットとした３Ｒの推進【共働】 

施策・事業 内容 

 

事業者の食品ロス削減 

食品ロス削減に取り組む事業者を「福岡エコ運動協力店」と

して登録し、特設サイトやＳＮＳを活用した広報支援、「食べ

残し持ち帰り促進ガイドライン」の周知啓発を行うなど、事

業者と連携した食品ロス削減の取組みを推進します。 

対象 事業者（食品小売店、飲食店、宿泊施設等） 

目指す効果 食品廃棄物の減量、資源化 

関連する取組指標 2、4、6、9 

 
 

特定事業用建築物等における

３Ｒの推進 

特定事業用建築物の所有者等に対する古紙分別の徹底など

の適正排出指導や、食品廃棄物資源化施設への誘導など、建

物・施設の特性に応じた３Ｒ施策を推進します。あわせて、

都市部における開発への環境配慮誘導策について、検討を行

います。 

対象 事業者 

目指す効果 
リサイクル率の増加、古紙・食品廃棄物の排出

量削減、資源化 

関連する取組指標 2、4、5、6、9、10 

イベント等でのワンウェイ 

プラスチックの削減推進 

イベント等におけるリユース食器や代替素材の普及促進の

ため、市が主催するイベントでの実践やイベント主催者によ

る取組みを促します。 

対象 市役所、イベント主催者 

目指す効果 プラスチックごみの排出量削減 

関連する取組指標 1、2、4、11 

 

 

 

 ３Ｒとは、「Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、

Recycle（リサイクル）」の頭文字を取った３つの行動の

総称です。「Reduce（リデュース）」はごみの発生や資源

の消費自体を減らすこと、「Reuse（リユース）」はごみ

にせず繰り返し使うこと、「Recycle（リサイクル）」は

ごみにせず再資源化することです。 

近年では、これらの３Ｒに加えて、再生不可能な資

源から再生可能な資源に替える「Renewable(リニュー

アブル)」という考え方が重要視されており、「３Ｒ＋Renewable」として取組みが進められていま

す。 

プラ 

３R 

３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ コラム 

出典：環境省ecojin ホームページ 

強化 

食品 

強化 

食品 
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〇 単身者・高齢者世帯等の多様なライフスタイルに対応した資源循環の推進【共働】 

施策・事業 内容 

 

学生や新社会人に対する 

教育・啓発 

企業や大学と連携し、新たに福岡市に転入した学生や新社会人

向けにＳＮＳなどのツールを活用するなど、年代に応じた広報

啓発を実施します。 

対象 市民（若年層） 

目指す効果 適正分別、資源物回収の実施、３Ｒ行動の実践 

関連する取組指標 1、3、4、5、6、7、8、9、13 

 

誰もが出しやすい資源回収方策 

 

地域集団回収等において、高齢化の進展や担い手不足などの課

題に対応するため、地域や回収事業者と連携した古紙回収の仕

組みづくりに取り組みます。 

対象 市民（地域住民） 

目指す効果 地域集団回収等における資源物回収量の増加 

関連する取組指標 3、4、5 

家庭ごみ指定袋のあり方検討 
プラスチックの分別収集導入後の排出動向などを踏まえ、今後

の指定袋のあり方について検討します。 

外国人居住者に対する 

多言語でのごみ出しルールの 

情報提供 

外国人居住者に対して、ごみ出しルールを分かりやすく周知す

るため、二次元コードを活用した多言語での情報提供のほか、 

ルールブックの配付や不動産業者、大学、日本語学校を通じた

周知を実施します。 

対象 市民（外国人） 

目指す効果 適正分別、資源物回収の実施、３Ｒ行動の実践 

関連する取組指標 1、3、4、5、6、7、8、9、13 

 

 

 雑がみ（雑誌や菓子箱など）は新聞紙や段ボールと同じ、

リサイクル可能な紙資源です。資源物として回収すれば、リ

サイクルされ、新しい紙製品に生まれ変わることができます。

しかし、福岡市の家庭から出る燃えるごみ（令和５年度）に

は約３万トンもの「リサイクル可能な燃えるごみ」が入って

おり、その中の約９割が雑がみでした。地域の紙リサイクル

ボックス、校区紙リサイクルステーション、区役所・市民セ

ンター等にある回収拠点での回収にご協力ください。 

古紙 

雑がみをリサイクルしよう コラム 

雑がみ 

強化 

新規 



   

 

 

ごみ量の削減に 

直接つながる取組み 
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〇 多様なコミュニティによる都市と自然が調和した資源循環の確立【共働】 

施策・事業 内容 

地域集団回収等による 

家庭系古紙の資源化推進 

地域集団回収等報奨制度を継続するとともに、雑がみの認知度向上

に向けた取組みなどにより、家庭から出される古紙の資源化を推進

します。 

対象 市民（地域住民） 

目指す効果 地域集団回収等における古紙回収量の増加 

関連する取組指標 3、4、5 

 

プラスチックリサイクル 

の推進 

プラスチックを分別収集し、再商品化するとともに、リサイクルの

「見える化」を図るなど、市民の分別定着に向けた広報・啓発を実

施します。 

対象 市民 

目指す効果 
プラスチックごみ焼却量の削減、温室効果ガス排出

量削減、分別協力率の向上 

関連する取組指標 1、2、4、7、8、11 

 

ペットボトル水平リサイク

ルの推進、事業者との連携

強化 

資源が繰り返し循環するペットボトルの水平リサイクルを推進す

るとともに、資源循環の重要性を周知する取組みを行います。また、

製品の自主回収に取り組む事業者と連携した取組みを行います。 

対象 市役所、プラスチック製品製造事業者 

目指す効果 
プラスチックごみ焼却量の削減、温室効果ガス排出

量削減 

関連する取組指標 4、8 

 

 

 プラスチックは軽くて丈夫、加工しやすいという特性から、急速に普及し、今や私たちの生活

に欠かせない素材です。しかし、その一方で、使い捨てによる大量廃棄や海洋汚染が深刻な問題

となっています。こうした課題に対応するため、2022年に「プラスチック資源循環促進法」が施

行されました。 

この法律は、製品の設計段階から、排出・回収・再資源化まで、あらゆる主体におけるプラス

チックの資源循環の取組みを促進するための措置を講じています。 

過剰包装や使い捨ての習慣を見直すとともに、分別によってプラスチックが資源に生まれ変わ

ることを一人ひとりが意識し、行動に移すことが大切です。こうした日々の小さな取組みが、循

環型社会の実現につながり、持続可能な未来を築く原動力となります。 

 

 

 

 

 

プラ 

プラスチックの資源循環について コラム 

古紙 

新規 

プラ 

強化 

出典：環境省 「プラスチックに係る資源循環の 

   促進等に関する法律」の普及啓発ページ 
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基本方針３ 持続可能なライフスタイルとビジネススタイルへの転換 

＜主な施策＞ 

〇 持続可能な消費行動への転換【市民】 

施策・事業 内容 

 

マイバッグ、マイボトル等 

の普及促進 

マイバッグ持参に関する啓発に取り組むとともに、ごみ出しに

使えるレジ袋「ふくレジ」の利用促進に取り組みます。また、マ

イボトル協力店制度や公共施設の給水スポット等を活用したマ

イボトルの啓発を行います。 

対象 市民 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践（プラスチックごみの発生抑制） 

関連する取組指標 7、8 

リフューズの推進 

不要なものを断る「リフューズ」の理解と実践を促進するため、

出前講座や環境学習、啓発キャンペーンなど、機会を捉えた啓

発を実施します。 

対象 市民 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践（プラスチックごみの発生抑制） 

関連する取組指標 7 

（再掲） 

イベント等でのワンウェイ 

プラスチックの削減推進 

 

イベントにおけるリユース食器や代替素材の普及促進のため、

市が主催するイベントでの実践やイベント主催者による取組み

を促します。 

対象 市役所、イベント主催者 

目指す効果 プラスチックごみの排出量削減 

関連する取組指標 1、2、4、11 

 

 

リユースの推進 

リユースを気軽に体験できるイベントの開催などを通じて、市

民一人ひとりのリユースの実践を促します。 

対象 市民 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践 

関連する取組指標 1、7 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラ 

プラ 

新規 

プラ 

ごみ量の削減に 

直接つながる取組み 
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〇 手つかず食品、食べ残しなどによる食品ロスの削減【市民・事業者】 

施策・事業 内容 

家庭での食品ロス削減 

食品ロスの削減に関する出前講座のほか、ショート動画等を活

用した啓発を実施するとともに、フードドライブ活動の普及に

よる未利用食品の有効活用を進めます。 

対象 市民 

目指す効果 食品ロス発生量の削減、手つかず食品の削減 

関連する取組指標 4、6、9 

（再掲） 

事業者の食品ロス削減 

 

食品ロス削減に取り組む事業者を「福岡エコ運動協力店」とし

て登録し、特設サイトやＳＮＳを活用した広報支援、「食べ残し

持ち帰り促進ガイドライン」の周知啓発を行うなど、事業者と

連携した食品ロス削減の取組みを推進します。 

対象 事業者（食品小売店、飲食店、宿泊施設等） 

目指す効果 食品廃棄物の減量、資源化 

関連する取組指標 2、4、6、9 

小学校における 

食の資源循環の推進 

小学校において食品ロスの削減や生ごみの堆肥化等に取り組

み、子どもたちが食の資源循環を学び、実践する場を提供します。 

対象 市民（小学生）、小学校 

目指す効果 食品廃棄物の排出量削減、３Ｒ行動の実践 

関連する取組指標 4、6、9 

（再掲） 

生ごみリサイクル推進事業 

 

家庭から発生する生ごみの減量と資源化を推進するため、生ご

み堆肥化容器等の購入補助や講座の実施により、コンポストの

普及促進に取り組むとともに、家庭で使いきれない堆肥を回収

し、花や緑づくりの団体等へ配布します。 

対象 市民 

目指す効果 食品廃棄物の排出量削減、コンポストの普及 

関連する取組指標 4、6、9 

フードバンク活動推進事業 

フードバンク活動を推進・支援し、食品ロスの削減を図ります。 

対象 食品事業者（小売業、製造業等） 

目指す効果 食品ロス発生量の削減 

関連する取組指標 4、6、9 

 

 

食品 

強化 

食品 

食品 

食品 

食品 
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〇 事業系古紙の資源化推進【事業者】 

施策・事業 内容 

事業系古紙資源化推進 

事業系古紙について、排出事業者に対する適正排出指導等によ

り分別の徹底を図るとともに、雑がみの認知度向上により古紙

の資源化を促進します。 

対象 古紙排出事業者 

目指す効果 資源化可能な古紙の排出量削減 

関連する取組指標 4、5、10 

紙おむつの資源化検討 

国における検討や民間事業者の研究等を踏まえ、環境負荷、コ

スト等の観点からリサイクル手法も含め、紙おむつの資源化に

関する方策の検討を行います。 

 

〇 ＥＳＧ投資の普及・促進【事業者】 

施策・事業 内容 

地域金融機関と連携した 

ＥＳＧ投資の普及・促進 

環境・社会・企業統治のＥＳＧ要素、特に環境分野に取り組む事

業者の資金調達が進むよう地域金融機関等と連携し、ＥＳＧ投

資の普及に向けた取組みを進めます。 

対象 事業者 

目指す効果 環境事業の成長拡大、循環経済の推進 

事業系ごみ資源化推進 

ファンドによる施設整備・ 

技術研究支援 

事業系ごみ資源化推進ファンドを活用し、民間事業者による資

源化施設の整備や産学による実証研究等に対する支援を行いま

す。 

対象 事業者、大学、研究機関 

目指す効果 事業系ごみの資源化にかかる環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古紙 

古紙 
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基本方針 4 適正処理の更なる推進 

＜主な施策＞ 

〇 適正処理に向けた基盤整備の推進【行政】 

施策・事業 内容 

自己搬入ごみの 

適正化推進 

ごみ処理施設への自己搬入について、排出事業者の事前登録制度によ

り、ごみ減量意識の向上を図るとともに、排出事業者ごとの搬入量を

正確に把握し、よりきめ細かな搬入指導を行うことにより、適正排出

を促進します。 

対象 事業者 

目指す効果 多量搬入者の適正排出の推進 

関連する取組指標 2、5、6、10 

小型家電の回収強化 

携帯電話等の使用済小型電子機器に含まれる金属を資源化するため、

回収ボックスによる拠点回収や粗大ごみ等からのピックアップ回収

を実施します。 

対象 市民 

目指す効果 小型家電の回収量の増加、レアメタル等の資源化 

関連する取組指標 13 

リチウムイオン電池等

発火危険物の適正分別

の推進 

ごみ処理中の火災予防のため、リチウムイオン電池等の適正排出の周

知徹底を行うなど、燃えないごみへの危険物混入を防止するととも

に、効果的な回収方法やごみ処理施設内での除去方法などを検討します。 

対象 市民 

目指す効果 有害廃棄物混入量の削減 

関連する取組指標 13 

蛍光管・乾電池等の 

拠点回収 

家庭から排出される蛍光管・乾電池を家電量販店やホームセンター等

に設置したボックスにて回収するとともに、電池の回収品目の拡大な

どにより、資源化を推進します。水銀式の体温計などを公共施設や市

内の薬局等で回収します。 

対象 市民 

目指す効果 有害廃棄物混入量の削減 

関連する取組指標 13 

  

強化 

強化 

ごみ量の削減に 

直接つながる取組み 
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施策・事業 内容 

資源物持ち去り防止 

対策 

市民の安全・安心なごみ出し環境を確保するため、啓発活動やパト 

ロールの実施等により、資源物の持ち去り行為の防止に取り組みま

す。 

目指す効果 安全・安心なごみ出し環境の確保 

関連する取組指標 4 

拡大生産者責任の 

履行に向けた提言 

市のごみ処理施設では処理できない廃棄物について、拡大生産者責任

を踏まえ、製造・販売事業者による回収体制の整備など適正処理に向

けた環境整備を国等の関係機関に提言します。 

目指す効果 
リチウムイオン電池やスプレー缶（残留物あり）の 

回収体制の整備 

市が行う産業廃棄物 

処理のあり方検討 

市が行う産業廃棄物処理について、中小企業振興や排出事業者責任、

ごみ減量・埋立場延命化等の観点から課題の整理と今後の方向性を検

討します。 

 

焼却灰の資源化検討 

清掃工場で発生する焼却灰について、埋立場延命化の観点から、セメ

ント原料化など灰のリサイクルに係るコストや受入先の受入可能量

等を調査し、資源化方策の検討を行います。 

 

 

〇 大規模災害等に対応できる廃棄物処理体制の構築【行政】 

施策・事業 内容 

災害廃棄物 

処理体制の検討 

災害時の廃棄物処理の基本方針を定めた「福岡市災害廃棄物処理計

画」に基づき、処理体制の検討や職員の研修・訓練を実施します。 

また、九州市長会や北九州市、熊本市との相互支援協定、福岡都市圏

自治体との協定を活用し、平時から広域連携の強化に努めるととも

に、発災時には協定に基づき支援・受援を行います。 

大規模災害に対応した 

施設整備 

大規模災害に対応した施設の強靭化や災害廃棄物の処理を想定した

施設整備を行います。また、処理施設の業務継続計画を策定し、大規

模災害時においても安定的な施設稼働に努めます。 

 

〇 廃棄物処理における温室効果ガス排出量削減の推進【行政】 

施策・事業 内容 

収集運搬における温室 

効果ガス排出量削減の推進 

現在導入しているＦＣごみ収集車の走行性能の検証結果を踏ま

え、廃棄物の収集運搬における温室効果ガス排出量削減に取り

組みます。 

目指す効果 収集運搬における温室効果ガス排出量削減 

関連する取組指標 11 

新規 

強化 
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施策・事業 内容 

ごみ焼却熱の有効利用、 

熱回収の高効率化 

清掃工場で発電した電力について、自己託送による市有施設へ

の供給を引き続き実施するとともに、電力の地産地消に向け、

民間施設への供給も含め、電力の活用を検討します。 

対象 市有施設、民間施設 

目指す効果 温室効果ガス排出量削減 

関連する取組指標 11 

（再掲） 

ごみ袋への 

バイオマスプラスチック等

の導入 

 

家庭ごみ指定袋や「ラブアース・クリーンアップ」などのボラン

ティア清掃用ごみ袋について、市場の動向等を踏まえながら、

バイオマスプラスチック等の導入を検討します。 

目指す効果 廃棄物処理における温室効果ガス排出量削減 

関連する取組指標 11 

（再掲） 

プラスチックリサイクルの

推進  

 

プラスチックを分別収集し、再商品化するとともに、リサイク

ルの「見える化」を図るなど、市民の分別定着に向けた広報・啓

発を実施します。 

対象 市民 

目指す効果 
プラスチックごみ焼却量の削減、温室効果ガス排

出量削減、分別協力率の向上 

関連する取組指標 1、4、7、8、11 

 

 

〇 海洋プラスチックごみ対策、不法投棄対策の推進【共働】 

施策・事業 内容 

地域清掃活動の推進 

地域ぐるみ清掃や「ラブアース・クリーンアップ」等のボラン 

ティア清掃において袋の配付や収集の支援を継続するとともに、

イベント等を通した海洋プラスチックごみ問題の啓発を行い、清

掃活動を促進します。 

対象 市民 

目指す効果 美化活動の促進、プラスチックごみの排出抑制 

関連する取組指標 7、12 

 不法投棄対策の推進 

監視パトロールや監視カメラの増設を行うとともに、地域住民の

活動を支援するなど、不法投棄の未然防止に取り組みます。 

対象 市民（地域住民） 

目指す効果 不法投棄回収量の削減 

関連する取組指標 12 

 

プラ 

プラ 

プラ 
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４ 重点３品目に関する施策 

・第２期実行計画においても、引き続き古紙、プラスチックごみ、食品廃棄物の重点３品目について、

重点的な減量施策を実施します。 

 

 

 

      に関する施策 

 
① 再生紙の優先利用 

・再生紙の優先利用を促すため、市役所庁内におけるグリーン購入の徹底を図るとともに、民間事業

者に対して、再生紙の優先利用に関する啓発を行います。 

 

② 発生抑制、リサイクルの推進 

・ペーパーレス化などによる発生抑制を進めるとともに、雑がみ回収の認知度向上や、誰もが出しや

すい資源回収方策の検討、事業系古紙の分別徹底など資源化の取組みを進めます。 

 

＜主な施策＞ 

施策・事業 

特定事業用建築物等における３Ｒの推進 

誰もが出しやすい資源回収方策 

地域集団回収等による家庭系古紙の資源化推進 

事業系古紙の資源化推進 

紙おむつの資源化検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古紙 

強化 

強化 

強化 

新規 
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      に関する施策 

 
① 食品ロスの削減 

・福岡市の都市特性を踏まえ、環境局が中心となり、関連部局と連携の上、食品ロスの削減に取り組み

ます。 

・家庭系可燃ごみに含まれる手つかず食品は約９千トン（令和５年度実績）で減少傾向にあるものの、

今後も人口が増加する見込みであることから、引き続き市民一人ひとりの取組みが重要となります。 

・また、市内事業所に占める卸売業・小売業（約 26％）や宿泊業・飲食サービス業（約 13％）の割合

が高く、小売店や飲食店における食品ロス削減の取組みも重要となります。 

 

＜主な施策＞ 

施策・事業 

事業者の食品ロス削減 

ＡＩ・ＩＣＴを活用した食品ロス削減 

家庭での食品ロス削減 

小学校における食の資源循環の推進 

フードバンク活動推進事業 

食品ロス削減の取組みに対する表彰 

組成調査の実施（食品ロス発生量の把握） 

 

② 発生抑制、食品リサイクルの推進 

・食品廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進するため、次の施策に取り組みます。 

 

＜主な施策＞ 

施策・事業 

特定事業用建築物等における３Ｒの推進 

  事業系食品廃棄物の資源化推進 

  生ごみリサイクル促進事業 

ごみ堆肥を活用したコミュニティガーデンの推進 

廃食用油の有効活用 

小学校における食の資源循環の推進 

 
食品 

廃棄物 

強化 

強化 

強化 

強化 

強化 

新規 

強化 

強化 
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 ＜福岡市食品ロス削減推進計画＞ 

 食品ロス削減推進法第 13条に基づき、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（令和２年３月 31

日閣議決定、令和７年３月 25日変更。以下「基本方針」といいます。）を踏まえて、本計画を福岡市食品ロ

ス削減推進計画として位置づけ、施策を推進します。 

 

 Ⅰ 基本的施策 

  ・次の施策を基本方針における基本的施策とします。 

基本的施策 福岡市の施策・事業 

教育及び学習の振興、普及啓発等 
出前講座や環境学習の推進 

小学校における食の資源循環の推進（再掲） 

食品関連事業者等の取組に対する

支援 

ＡＩ・ＩＣＴを活用した食品ロス削減（再掲） 

事業者の食品ロス削減（再掲） 

交流人口をターゲットとした３Ｒの推進（再掲） 

表彰 食品ロス削減の取組みに対する表彰 

実態調査及び調査・研究の推進 組成調査の実施（食品ロス発生量の把握） 

情報の収集及び提供 
食品ロス削減につながる具体的な取組事例の紹介 

事業者の食品ロス削減（再掲） 

未利用食品等を提供するための活

動（食品寄附）の支援等 

フードバンク活動推進事業（再掲） 

フードドライブの推進 

 

Ⅱ 推進体制 

  ・福岡市による食品ロス削減の取組みは、環境局が中心となり、関係部局と連携の上、推進します。 

 

Ⅲ 都市特性を踏まえた施策の実施 

  ・今後も人口の増加が見込まれること、第３次産業を中心とした商業都市であり、交流人口が多いとい 

う都市特性を踏まえた施策を実施します。 

  ・ごみ処理量に占める事業系ごみの割合が約５割であることから、事業系ごみの組成を踏まえた施策を 

実施します。 

 

Ⅳ 食品廃棄物の再資源化 

・食品ロスを含む食品廃棄物については、家庭系はコンポストによる堆肥化、事業系は飼料化施設 

及びメタンガス化施設（いずれも許可施設）にて再資源化に取り組みます。 

 

 Ⅴ 数値目標 

項目 
2019年度 

（基準年度） 

2023年度 

（実績） 

2030年度 

（目標年度） 

手つかず食品の量 2.3万トン 1.6万トン 1.5万トン 
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５ 分野横断的施策 

本計画では基本方針に共通する施策として、「ターゲットに応じた環境教育・広報啓発の実施」と「経

済的手法の活用」の分野横断的施策を実施します。 

 

⑴ ターゲットに応じた環境教育・広報啓発の実施 

・ＳＮＳやショート動画などのコンテンツを取り入れ、年代やライフスタイルといったターゲットに

応じた市民の実践行動につながる環境教育・広報啓発に取り組みます。 

 

 

＜主な施策＞ 

施策・事業 内容 

環境教育・学習の更なる推進 

小学校４年生を対象とした環境学習を行うとともに、小学校にお

いて食の資源循環を学び実践する場の提供、中学生を対象とした

学習機会の拡充など、体験を通じた環境意識の醸成に取り組みます。 

対象 市民（小学生、中学生） 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践 

関連する取組指標 1、3、4、5、6、7、8、9、13 

ＬＩＮＥを活用した 

ごみの分別情報発信 

福岡市ＬＩＮＥ公式アカウントにて、ごみ出し日やごみの分別な

どを分かりやすく案内することにより、資源化を促進します。 

対象 市民 

目指す効果 適正排出の実施 

関連する取組指標 4、5、6、8、9、13 

 あらゆる主体・世代との 

連携・ネットワークの構築 

３Ｒステーションにおいて、環境活動における交流の場となるよ

う、環境教育・学習拠点としての充実を図るとともに、市民団体・

事業者・教育機関等と連携・協働し、環境人材の育成・活用や  

環境保全活動のネットワークづくりを推進します。 

対象 市民団体、事業者、教育機関 

目指す効果 環境活動に取り組む市民団体の活性化 

関連する取組指標 1、3、4、5、6、7、8、9、13 

 

ＳＮＳやショート動画など 

親しみやすいコンテンツに 

よる情報発信 

ショート動画や記事をＳＮＳ等で発信し、市民が気軽に環境に関す

る情報に触れる機会を拡大することにより、行動変容を促します。 

対象 市民 

目指す効果 ３Ｒ行動の実践 

関連する取組指標 1、3、4、5、6、7、8、9、13 

強化 
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⑵ 経済的手法の活用 

・ごみ処理に係る市民・事業者の負担の公平性の確保を図るとともに、更なるごみ減量・リサイクル

を推進するため、ごみ処理手数料やファンドなどの経済的手法を活用します。 

 

 

＜主な施策＞ 

施策・事業 内容 

環境市民ファンド 

持続可能なライフスタイルへの転換に向けて、市民による環境保全

活動を経済的に支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

関連する取組指標 1、3、4、5、6、7、8、9、13 

事業系ごみ資源化推進 

ファンド 

持続可能なビジネススタイルへの転換に向けて、事業系ごみの減量・

リサイクルに繋がる取組みを経済的に支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連する取組指標 2、4、5、6、9、10 

家庭ごみの有料制 

循環型社会の構築に向けて、市民一人ひとりがごみ減量とリサイク

ルを実践するライフスタイルへの変革やごみの排出者としての責任

の明確化と負担の公平性を確保するため、家庭ごみの有料制を継続

します。 

 

関連する取組指標 3、4、5、6、8、9 

事業系ごみの処理手数料

制度 

排出事業者の処理責任の原則と負担の公平性の観点を踏まえ、引き

続きごみ処理原価に基づく適正な料金水準が保たれるよう、事業系

ごみ処理手数料制度を継続します。 

 

 

 

（対象事業） 

・３Ｒの推進（地域集団回収等報奨制度等） 

・自然環境の保護（ラブアース・クリーンアップ事業等） 

・複合的な活動（未来へつなげる環境活動支援事業等） など 

（対象事業） 

・リサイクル情報ネットワークの構築 

・リサイクルに取り組む排出事業者への支援 

・リサイクル事業者への事業化の支援 

・事業系ごみのリサイクルに関する研究への支援 など 
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６ ごみ減量・リサイクルに関する調査・検討 

更なる資源循環や超高齢社会への対応、脱炭素社会の実現などに向けて、ごみ減量・リサイクルに

関するテーマについて、調査・検討を行います。 

 

⑴ 資源循環に関するテーマ 

・焼却灰の再資源化や焼却灰に含まれる資源の回収 

・民間事業者による資源回収・再資源化の実態把握及び資源循環を進める仕組み 

 

⑵ 超高齢社会等に関するテーマ 

・高齢者や障がい者など持ち出しに困難を抱える方に対するごみ・資源物の持出し・収集システム 

 
⑶ 脱炭素社会に関するテーマ 

・焼却処理施設から排出される二酸化炭素の分離回収・活用システム 

 

 

７ その他の取組み 

⑴ 広域連携 

・近隣市町との相互協力・連携の観点から、災害時相互協力協定等により、福岡市のごみ処理に支障

を及ぼさない範囲でごみ処理を受託します。 

・また、福岡都市圏 17市町で構成する福岡都市圏環境行政推進協議会において、相互連携を図り、効

率的・効果的な環境行政を進めるとともに、周辺市町とともに循環型社会の形成に貢献します。 

 
⑵ 国際貢献 

・福岡大学との共同開発による廃棄物埋立技術である福岡方式（準好気性埋立構造）を軸に、独立行

政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）や国連ハビタット、大学・研究機関等との連携による技術協力を

展開します。 

 
⑶ 技術の継承 

・廃棄物処理における技術水準の維持・向上を図るため、ＯＪＴを中心とした技術継承に取り組みま

す。 

 

⑷ 産業廃棄物対策 

・産業廃棄物の排出事業者及び処理業者に対する監視・指導や適切な情報提供等を継続的に実施する

など、産業廃棄物の発生抑制・再資源化の促進と適正処理の徹底を図ります。 

 




